
２００５．　．　（　） ５ ２１４

「
小
さ
な
火　

山
に
捨
て
た
ら　

大
き
な
火
」

防　

災　

課
11
７
２
４
・
２
１
０
７

11
７
２
２
・
０
１
１
９

□問
 

忠
生
自
転
車
等
保
管
場
所
を

閉
鎖
し
ま
す　
　
　
　
　
　

　

忠
生
自
転
車
等
保
管
場
所
を
５
月　
３１

日
で
閉
鎖
し
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、
６

月
１
日
以
降
撤
去
し
た
自
転
車
等
は
、

す
べ
て
市
民
ホ
ー
ル
横
自
転
車
等
保
管

場
所
へ
移
送
し
保
管
し
ま
す
。

　

相
原
及
び
多
摩
境
駅
周
辺
で
撤
去
さ

れ
た
方
は
、
お
間
違
い
の
な
い
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

　

放
置
自
転
車
等
は
、
歩
行
者
の
通
行

に
支
障
を
き
た
し
、
特
に
お
年
寄
り
や

身
体
の
不
自
由
な
方
々
の
迷
惑
と
な
り

ま
す
。

　

自
転
車
等
の
ご
利
用
の
際
は
、
駐
輪

場
に
駐
車
す
る
よ
う
、
市
民
の
皆
さ
ん

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

□問
 

交
通
安
全
課
11
７
２
４
・
１
１
３
６

　

市
で
は
、
左
表
の
保
育
室
と
委
託
契

約
を
し
て
い
ま
す
。

○
利
用
で
き
る
方　

市
内
在
住
で
①
両

親
が
共
働
き
、
ま
た
は
自
営
業
の
方
②

家
庭
内
に
病
人
が
あ
り
看
護
が
必
要
な

方
③
出
産
等
で
お
子
さ
ん
を
保
育
で
き

な
い
方

○
対
象　

０
歳
〜
２
歳
児

○
申
し
込
み　

直
接
、
各
保
育
室
へ
。

□問
 

子
育
て
支
援
課
11
７
２
４
・
２
１
３

８

保

育

室

園

児

保　育　室　一　覧　表
所　在　地電　話定員保　育　室　名

金井５－３－７７３５・２５６７１１人たんぽぽ保育室

木曽町４６５－６７２５・１３７８１２人こざくら保育室

野津田町２６３４
レスポワールＫ２－１０６

７３６・６６４８１２人
共同保育所
おひさま保育園

認　証　保　育　所　一　覧　表
所　在　地電　話保　育　所　名

能ヶ谷町９８－２７３４・４６９６大野保育室Ｂ
型 山崎町１９６７９２・３４４１わんぱく保育室

原町田４－１－１１７２１・１８０８にじいろ保育園
サクセス町田

A
型 南成瀬１－３－５７１０・５１５０都市型保育園ポポラー

東京成瀬園

原町田６－２８－１９７２７・９１８８町田プチ・クレイシュ

第
２
回

町
田
市
地
域
福
祉
計
画

審

議

会

　

傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
会
議
前

日
ま
で
に
福
祉
総
務
課
（
11
７
２
４
・

２
１
３
３
）
へ
ご
連
絡
下
さ
い
。

○
日
時　

５
月　

日
（
金
）
午
後
６
時

２７

　

分
〜
８
時　

分

３０

３０

○
会
場　

健
康
福
祉
会
館
２
階
健
康
教

育
室

○
定
員　
　

人
（
申
し
込
み
順
）

１０

本
町
田
・
金
森
・
小
野
路
町
・
上
小
山

田
町
の
各
一
部

公
共
下
水
道
が

利
用
で
き
ま
す

い
。
な
お
、
切
り
替
え
工
事
に
対
す
る

費
用
の
一
部
を
お
貸
し
す
る
貸
付
金
制

度
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
利
用
下
さ
い
。

【
公
共
下
水
道
へ
の
切
り
替
え
工
事
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
】

　

く
み
取
り
便
所
の
家
庭
は
３
年
以
内

に
、
浄
化
槽
使
用
の
家
庭
は
遅
滞
な
く

（
１
年
以
内
に
）
公
共
下
水
道
へ
の
切

り
替
え
工
事
を
し
て
下
さ
い
。

【
工
事
は
必
ず
指
定
工
事
店
で
】

　

市
の
指
定
工
事
店
と
偽
り
、
下
水
道

利
用
（
予
定
）
区
域
内
で
、
宅
地
内
に

お
け
る
公
共
下
水
道
へ
の
切
り
替
え
工

事
（
浄
化
槽
か
ら
の
切
り
替
え
工
事
を

含
む
）
を
勧
誘
す
る
業
者
が
い
る
よ
う

で
す
。
市
で
は
一
定
の
水
準
を
有
す
る

技
術
者
が
専
属
し
、
市
長
が
指
定
を
し

た
工
事
店
で
な
い
と
公
共
下
水
道
へ
の

切
り
替
え
工
事
が
で
き
な
い
指
定
工
事

店
制
度
を
と
っ
て
い
ま
す
。
工
事
を
申

し
込
む
際
に
は
、
必
ず
指
定
工
事
店
か

ど
う
か
確
認
し
て
契
約
す
る
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

□問
 

下
水
道
部
業
務
課
11
７
２
０
・
１
８

３
３

　

６
月
２
日
（
木
）
か
ら
、
本
町
田
・

金
森
・
小
野
路
町
・
上
小
山
田
町
の
各

一
部
で
公
共
下
水
道
が
利
用
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

　

今
回
、
利
用
が
で
き
る
区
域
に
建
物

を
所
有
し
て
い
る
方
に
は
、
切
り
替
え

工
事
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
指
定
工
事
店

名
簿
を
配
布
し
ま
す
。

　

な
お
、
今
回
の
利
用
開
始
に
伴
い
、

図
面
等
を
ご
覧
（
縦
覧
）
に
な
れ
ま

す
。

○
縦
覧
日
時　

５
月　

日
（
火
）
〜
６

２４

月
１
日
（
水
）
午
前
８
時　

分
〜
午
後

３０

５
時
（
土
・
日
曜
日
は
除
く
）

○
縦
覧
場
所　

下
水
道
部
業
務
課
（
成

瀬
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
内
）

【
切
り
替
え
工
事
に
つ
い
て
】

　

く
み
取
り
便
所
（
し
尿
浄
化
槽
を
含

む
）
を
公
共
下
水
道
に
接
続
す
る
工
事

は
、
指
定
工
事
店
に
依
頼
し
て
下
さ

５
月
か
ら
、
水
道
使
用
開
始
及
び
使
用

中
止
時
の
水
道
料
金
に

日
割
算
定
方
式
を

導
入
し
ま
し
た

　

月
の
途
中
か
ら
水
道
の
使
用
を
開
始

さ
れ
た
と
き
、
ま
た
は
使
用
を
や
め
ら

れ
た
と
き
の
水
道
料
金
に
つ
い
て
、
使

用
日
数
に
応
じ
て
日
割
り
に
よ
り
計
算

し
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
は
、
使
用
日
数
が　

日
以

１５

内
の
場
合
、
基
本
料
金
を
１
か
月
分
の

２
分
の
１
と
し
て
計
算
し
て
い
ま
し
た

が
、
日
割
算
定
方
式
の
導
入
後
は
、
使

用
日
数
に
応
じ
て
、
基
本
料
金
と
従
量

料
金
を
併
せ
て
日
割
に
よ
り
計
算
し
ま

す
。

　

こ
の
算
出
方
式
は
、
使
用
期
間
に
平

成　

年
５
月
１
日
以
降
の
日
を
含
む
料

１７
金
か
ら
適
用
し
ま
す
。

□問
 

水
道
部
業
務
課
11
７
２
１
・
３
２
１

１
、
東
京
都
水
道
局
多
摩
水
道
改
革
推

　

中
央
図
書
館
は
６
月　

日
（
月
）

１３

〜　

日
（
水
）
の
間
、
中
央
図
書
館

２２
以
外
（
さ
る
び
あ
・
鶴
川
・
金
森
・

木
曽
山
崎
・
堺
）
で
は
、
６
月
２
日

（
木
）
〜
９
日
（
木
）
の
間
、
所
蔵

資
料
の
点
検
を
行
う
た
め
休
館
し
ま

す
。
休
館
中
、
書
籍
の
返
却
は
返
却

ポ
ス
ト
を
ご
利
用
下
さ
い
。
た
だ

し
、
Ａ
Ｖ
資
料
・
借
用
図
書
は
返
却

で
き
ま
せ
ん
。

※
移
動
図
書
館
車
「
そ
よ
か
ぜ
号
」

は
６
月
２
日
（
木
）
〜
８
日
（
水
）

の
間
お
休
み
し
ま
す
。

□問
 

中
央
図
書
館
11
７
２
８
・
８
２
２

０
ほ
か
各
市
立
図
書
館

休

館

し

ま

す

市
立
図
書
館

進
本
部
調
整
部
業
務
指
導
課
11
０
４
２

・
５
２
７
・
３
３
０
８
、
３
３
３
１

　市内山間部や道路・公園・ごみ集積
所・空き地などに一部の心無い人によ
りテレビ・バイク・バッテリー・タイ
ヤなどの不法投棄があとを絶ちませ
ん。
　市民はこの不法投棄に大変迷惑して
います。美観を損ない生活環境に悪影
響を及ぼしています。
　不法投棄は犯罪です。不法投棄した
人は、「廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律」により、違反者には５年以下
の懲役もしくは１千万円（法人は１億
円）以下の罰金が科せられます。
　市では、今年４月市内の不法投棄多
発地域に監視カメラ８台を設置し、２４
時間監視しています。不法投棄の現場
が撮影された場合は告発などを行い、
警察に画像を提供します。
　監視カメラは効果のある手段ですが
設置をしなければならないのは残念な
ことです。不法投棄を防止するには何
より地域の皆さんの監視が一番効果的
です。不法投棄物を発見したら、清掃
事務所に連絡して下さい。

□問 清掃事務所11７９７・７１１１

ひ
な
た
村
利
用
予
約

【　

月
分
カ
リ
ヨ
ン
ホ
ー
ル
利
用
者
抽

１２
選
会
】

　

６
月
５
日
（
日
）
午
前
９
時
ま
で
に

使
用
料
金
を
お
つ
り
の
な
い
よ
う
に
お

持
ち
に
な
り
、
ひ
な
た
村
へ
お
い
で
下

さ
い
。

　

な
お
、
５
日
の
午
前
、
２
日
・
４
日

・　

日
の
午
前
午
後
、
１
日
・　

日
の

１７

２３

全
日
は
主
催
事
業
等
の
た
め
、　

日
〜

２７

　

日
は
休
村
日
の
た
め
利
用
で
き
ま
せ

３１ん
。

※
同
ホ
ー
ル
で
は
、
金
銭
を
徴
収
し
て

の
催
し
は
で
き
ま
せ
ん
。

【
夏
期
利
用
案
内
】

　

利
用
で
き
る
の
は
市
内
の
子
ど
も

会
、
ク
ラ
ス
会
、
青
少
年
の
サ
ー
ク
ル

な
ど
で
す
。
他
の
団
体
と
一
緒
の
利
用

に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
場

合
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
食
事
は
合
同
と
な

り
ま
す
。

○
利
用
期
間　

７
月　

日
〜
８
月　

日

２１

３１

の
水
〜
日
曜
日
（
７
月　

日
・　

日
・

２３

２４

　

日
の
夜
の
部
、
８
月　

日
は
利
用
で

３１

２０

き
ま
せ
ん
）

○
利
用
時
間　

昼
の
部
＝
午
前　

時
〜

１０

午
後
３
時
、
夜
の
部
＝
午
後
４
時
〜
８

時　

分
３０

○
申
し
込
み　

往
復
ハ
ガ
キ
に
①
団
体

名
②
希
望
日
（
第
３
希
望
ま
で
必
ず
記

入
）
と
昼
の
部
、
夜
の
部
の
別
③
参
加

予
定
人
数
と
小
学
生
・
中
学
生
・
青
年

・
大
人
の
別
④
責
任
者
の
住
所
、
氏

名
、
電
話
番
号
を
明
記
し
、
返
信
用
に

代
表
者
の
あ
て
先
を
書
い
て
６
月
５
日

ま
で
（
消
印
有
効
）
に
ひ
な
た
村
（
〒

　

－

０
０
３
２
、
本
町
田
２
８
６
３
）

１９４へ
。

※
申
し
込
み
は
１
グ
ル
ー
プ
１
通
と

し
、
重
複
申
し
込
み
は
無
効
と
し
ま

す
。

※
実
施
日
及
び
打
ち
合
わ
せ
日
は
、
ひ

な
た
村
で
決
定
し
、
返
信
用
ハ
ガ
キ
で

６
月　

日
ま
で
に
発
送
し
ま
す
。

１３

※
キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
希
望
団
体
の

役
員
と
子
ど
も
の
代
表
は
、
７
月
２
日

（
土
）
の
午
後
１
時　

分
〜
４
時
の
研

３０

修
会
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

◇

※
ひ
な
た
村
は
、
毎
週
火
曜
日
、
祝
日

の
翌
日
が
お
休
み
で
す
。

□問
 

ひ
な
た
村
11
７
２
２
・
５
７
３
６

【
①
父
の
日
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
】

　

父
の
日
に
心
を
こ
め
て
、
手
作
り
の

プ
レ
ゼ
ン
ト
を
贈
り
ま
せ
ん
か
。

○
対
象　

市
内
在
住
、
在
学
の
小
学
生

〜
高
校
生

○
日
時　

６
月　

日
（
日
）
午
後
１
時

１２

〜
３
時　

分
３０

○
内
容　

レ
ザ
ー
の
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー

○
定
員　
　

人
（
申
し
込
み
順
）

３０

○
費
用　

４
５
０
円

【
②
ひ
な
た
村
シ
ア
タ
ー
】

○
日
時　

６
月　

日
（
日
）
午
前　

時

１２

１０

　

分
か
ら

３０○
内
容　

「
ジ
ャ
ン
グ
ル
大
帝
・
約

束
」
「
お
ば
け
屋
敷
」
「
小
さ
な
チ
ャ

ン
ピ
オ
ン
」
「
ド
ナ
ル
ド
ダ
ッ
ク
と
か

わ
い
い
子
リ
ス
」

○
定
員　

１
０
０
人
（
先
着
順
）

【
③
ぶ
ら
っ
と
工
作
デ
ー
】

○
対
象　

小
学
生
と
そ
の
家
族

○
日
時　

６
月　

日
（
日
）
午
後
１
時

２６

〜
４
時

○
内
容　

七
夕
か
ざ
り

◇

○
会
場　

ひ
な
た
村

○
申
し
込
み　

①
は
５
月　

日
午
前　

２３

１０

時
か
ら
電
話
で
ひ
な
た
村
（
11
７
２
２

・
５
７
３
６
）
へ
。
②
③
は
直
接
会
場

へ
お
い
で
下
さ
い
。

○
日
時　

５
月　

日
（
金
）
午
前　

時

２７

１０

　

分
か
ら
、　

時
か
ら
の
２
回

３０

１１

※
同
じ
内
容
で
わ
ら
べ
う
た
、
て
あ
そ

び
、
よ
み
き
か
せ
を
行
い
ま
す
。

○
会
場　

中
央
図
書
館
４
階
お
は
な
し

の
へ
や

□問
 

中
央
図
書
館
11
７
２
８
・
８
２
２
０

　

直
接
会
場
へ
お
い
で
下
さ
い
。

○
対
象　

０
〜
２
歳
く
ら
い
の
お
子
さ

ん
と
そ
の
保
護
者

町
田
市
フ
ォ
ト
サ
ロ
ン
「
秋
山
庄
太
郎

美
術
館
」

秋
の
薬
師
池
公
園
作
品
展

　

昨
年
秋
、
当
館
主
催
で
「
秋
の
薬
師

池
公
園
撮
影
会
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

本
展
覧
会
で
は
、
撮
影
会
に
参
加
さ
れ

た
写
真
愛
好
家
の
皆
さ
ん
の
作
品
を
は

じ
め
と
し
た
、
薬
師
池
公
園
の
秋
を
と

ら
え
た
作
品
を
展
示
し
ま
す
。

○
期
間　

５
月　

日
（
月
）
〜　

日

２３

２９

（
日
）

※
期
間
中
の
休
館
日
＝
火
曜
日
。

○
会
場　

同
館
企
画
・
市
民
展
示
室

□問
 

町
田
市
フ
ォ
ト
サ
ロ
ン
「
秋
山
庄
太

郎
美
術
館
」
（
薬
師
池
公
園
内
）
11
７

３
６
・
８
２
８
１

６
月
２
日
（
木
）
＝
堺
市
民
セ
ン
タ
ー

６
月
７
日
（
火
）
＝
鶴
川
市
民
セ
ン
タ
ー

６
月
９
日
（
木
）
＝
子
ど
も
セ
ン
タ
ー
ば
あ
ん

６
月　

日
（
火
）
＝
な
る
せ
駅
前
市
民
セ
ン
タ
ー

１４

６
月　

日
（
木
）
＝
忠
生
市
民
セ
ン
タ
ー

１６

　

教
育
セ
ン
タ
ー
で
は
、
毎
月
出
張

教
育
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

不
登
校
、
非
行
、
勉
強
や
進
路
の

悩
み
、
親
と
子
の
関
係
な
ど
で
お
困

り
の
方
は
、
お
気
軽
に
ご
相
談
下
さ

い
。
専
門
の
相
談
員
が
お
答
え
し
ま

す
。

　

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守
し

ま
す
。

○
時
間　

午
前　

時
〜
正
午

１０

※
相
談
希
望
の
方
は
、
事
前
に
電
話

を
し
て
下
さ
い
。

□問
 

教
育
セ
ン
タ
ー
11
７
９
２
・
６
５

４
６

出張
教育相談

不法投棄は犯罪です

  監視カメラを設置！

　

認
証
保
育
所
は
東
京
都
が
認
証
し
た

保
育
施
設
で
す
。

○
利
用
で
き
る
方　

市
内
在
住
で
認
可

保
育
所
に
入
所
で
き
な
か
っ
た
方
な

ど
、
お
子
さ
ん
を
預
け
た
い
保
護
者

○
対
象　

０
歳
〜
２
歳
児
（
Ｂ
型
）
、

０
歳
〜
５
歳
児
（
Ａ
型
）

○
申
し
込
み　

直
接
、
各
施
設
へ
。

□問
 

子
育
て
支
援
課
11
７
２
４
・
２
１
３

８

認
証
保
育
所
園
児

お
ひ
ざ
で
だ
っ
こ
の

お

は

な

し

会

ひ
な
た
村

チ
ャ
レ
ン
ジ
教
室


